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初度費の使用内訳の提出等及び専用治工具等の管理に関する特約条項 

 （初度費の使用内訳の提出等） 

第１条 乙は、この契約の締結後、速やかに、甲に対し、初度費（設計費、試験費及び技術

提携費並びに専用治工具、専用機械、専用装置等（以下「専用治工具、専用機械、専用装

置等」を「専用治工具等」という。）を取得する費用のうち、初度の調達に係る費用であ

って、調達物品等の生産等に当たり特別に必要となるものをいう。)をもってその費用に

充てることが予定されている費目について、各費目毎に要する費用（契約金額の内訳とし

て見積もった金額）を記載した書面を提出するものとする。 

２ 乙は、この契約において、確定計算価格見積書又は実際価格計算書の提出が義務付けら

れている場合は、甲に対し、初度費をもってその費用に充てた費目について、各費目毎に

要した費用、又は要する予定の費用を記載した書面を提出するものとする。 

３ 前２項の金額は、一般管理及び販売費、利子、利益を含まない金額とする。 

４ 第２項に規定する書面は、確定計算価格見積書又は実際価格計算書と同時に提出するも

のとする。 

５ 乙は、将来において甲を含む防衛省全機関との間の契約で同一又は同種（量産途中に仕

様書改となったもの。）の製品に係る契約を締結した場合は、この契約における初度費に

係る設計及び試験の成果を活用し、かつ、専用治工具等を使用して、当該契約を履行する

ものとし、当該設計若しくは試験又は専用治工具等に係る費用を経費率算定資料の提出な

どを通して重複して請求しないものとする。 

６ 乙は、将来の契約を含めた甲を含む防衛省全機関との間の契約の履行のためにのみ、こ

の契約において実施した設計及び試験の成果並びにこの契約において取得した専用治工

具等を使用するものとする。ただし、甲と別途協議して定めるところにより乙が相応の対

価を負担するときは、この限りではない。 

 （専用治工具等の管理） 

第２条 乙が取得した専用治工具等の所有権は、乙に帰属する。 

２ 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、専用治工具等を維持管理しなければなら

ない。 

３ 乙は、専用治工具等を取得したときは、甲に対し、取得した専用治工具等の名称、調達

先、取得時期、数量、取得金額等を別記様式１により速やかに報告するものとする。ただ

し、乙が取得した専用治工具等につき、そのすべてについて、名称、調達先、取得時期、

数量、取得金額を報告できないやむを得ない事情があると認められる場合は、甲と協議の

上、報告の対象を取得金額が１０万円又は２０万円以上の専用治工具等とすることができ

る。また、当該専用治工具等の品目数が膨大な場合には、甲と協議の上、１年を超えない

一定の期間毎にまとめて報告することができる。 

４ 不要となった専用治工具等の取扱いについては、甲乙間で別途協議するものとする。 

５ 乙は、この契約において、下請負者が初度費をもって専用治工具等を取得する場合には、

本特約条項に定める甲が行う専用治工具等の管理と同様の管理を当該下請負者に対して

行うものとする。 

６ 乙は、第３項の規定に準じて、前項の管理の状況を別記様式２により報告するものとす
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る。 

７ 乙は、前項により報告された専用治工具等を下請負者が将来の契約を含めた甲を含む防

衛省全機関との間の契約で必要とする場合は、甲と下請負者が協議することを妨げてはな

らない。 
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別記様式１ 

令和 年 月 日 

  支出負担行為担当官 

 分任支出負担行為担当官   

            殿 

 

                        住  所 

                        会 社 名 

                        代表者名 

                        担当者名 

                        連 絡 先 

 

 

 

専用治工具等取得実績報告書の提出について 

 

 下記契約に係わる専用治工具等取得実績報告書を「初度費の使用内訳の提出

等及び専用治工具等の管理に関する特約条項」第２条第３項の規定に基づき、

別紙のとおり提出します。 

                         

 

記 

 

   １．調達要求番号 ： 

 

   ２．契 約 品 名 ： 

 

   ３．契 約 数 量 ： 

 

   ４．認 証 番 号 ： 

 

   ５．契 約 金 額 ： 

 

   ６．契 約 納 期 ： 

 

    

 

 

添付書類：別紙  
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別記様式１ 別紙 

 

一

連

番

号 

専用治工具

等の分類※１ 

専用治工具等の

名称※２ 

計上先のコストセ

ンターの名称※３ 

専用治工具等の

調達先※４ 

取得 

時期 

数量※５ 取得 

金額※６ 

備考※７ 

１         

２         

３         

４         

 

※１：「専用治工具」、「専用機械」、「専用装置」、「専用設備」、「専用建屋」「その他」を記載し、その概要に係る資料を添付すること。「専用建屋」

については、専用とするスペースや考え方を提示すること。また、資料の細部については事前に契約担当官等と調整すること。 

※２：カタログ等による型番がある場合、型番も記述すること。 

※３：経理・原価計算規定等に基づくものであること。 

※４：専用治工具等の調達先の名称、住所、連絡先を記述すること。ただし、複数のもので一つの専用治工具等となる場合は、事前に契約担当官等と調整し、

代表例を記述することは差し支えない。 

※５：可能な限り具体的に記述すること。複数のもので一つの専用治工具等となる場合は、一式と記述すること。 

※６：１円単位、かつ、消費税抜きの金額を記述すること。 

※７：必要に応じて、特に留意すべき事項その他の事項を記述すること。 
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別記様式２ 

 

  支出負担行為担当官 

 分任支出負担行為担当官   

            殿 

 

                        住  所 

                        会 社 名 

                        代表者名 

                        担当者名 

                        連 絡 先 

 

 

専用治工具等取得実績報告書（下請負者分）の提出について 

 

 下記契約に係わる専用治工具等取得実績報告書（下請負者分）を「初度費の

使用内訳の提出等及び専用治工具等の管理に関する特約条項」第２条第６項の

規定に基づき、別紙のとおり提出します。 

                         

 

記 

 

   １．調達要求番号 ： 

 

   ２．契 約 品 名 ： 

 

   ３．契 約 数 量 ： 

 

   ４．認 証 番 号 ： 

 

   ５．契 約 金 額 ： 

 

   ６．契 約 納 期 ： 

 

   ７．対象下請負会社 ： 

 

 

添付書類：別紙 
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別記様式２ 別紙 

 

下請負者の名称：〇〇株式会社※１ 

下請負者が担当する業務：〇〇〇※２ 

 

一

連

番

号 

専用治工具

等の分類※３ 

専用治工具等の

名称※４ 

計上先のコストセ

ンターの名称※５ 

専用治工具等の

調達先※６ 

取得 

時期 

数量※７ 取得 

金額※８ 

備考※９ 

１         

２         

３         

４         

 

※１：下請負者ごとに別紙を作成すること。 

※２：下請負者が製造を担当する構成品名や業務内容の概要を記述すること。 

※３：「専用治工具」、「専用機械」、「専用装置」、「専用設備」、「専用建屋」「その他」を記載し、その概要に係る資料を添付すること。「専用建屋」

については、専用とするスペースや考え方を提示すること。また、資料の細部については事前に契約担当官等と調整すること。 

※４：カタログ等による型番がある場合、型番も記述すること。また、下請負者における管理番号も記述すること。 

※５：経理・原価計算規定等に基づくものであること。 

※６：専用治工具等の調達先の名称、住所、連絡先を記述すること。ただし、複数のもので一つの専用治工具等となる場合は、事前に契約担当官等と調      

整し、代表例を記述することは差し支えない。 

※７：可能な限り具体的に記述すること。複数のもので一つの専用治工具等となる場合は、一式と記述すること。 

※８：１円単位、かつ、消費税抜きの金額を記述すること。 

※９：必要に応じて、特に留意すべき事項その他の事項を記述すること。 

 


